
 
 

皆さまに確実に年金をお支払いするため、新たな制度が整備されました。 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「年金時効特例法」が成立し、５年の時効が撤廃されましたので、 

記録の訂正による年金の増額分については、 

それ以前の消滅した分を含めて、全額お支払いします。 

 
 

 

 

確かに納付したにもかかわらず、年金記録や領収書などのない方々のために、 

ご本人の立場に立って公正に判断する仕組み「年金記録確認第三者委員会」が

スタートしました。この判断が尊重され、皆さまの年金の額に反映されます。 
 

社会保険事務所で「年金記録がない」と言われ、ご本人も
領収書などの証拠を持っていない方々のために、ご本人の立
場に立って、公正に判断を行う「年金記録確認中央第三者委
員会」を立ち上げました。 
さらに、身近なところで対応できるよう、全都道府県（全
国５０か所にある管区行政評価局・行政評価事務所）に「地
方第三者委員会」を発足させました。 
全国の最寄りの社会保険事務所で、７月１７日から「地方
第三者委員会」への申込みを受け付けています。 

 

○ ご本人が亡くなられている場合は、遺族の方がお手続をすることができます。 
   遺族の方の範囲は、お亡くなりになった当時、生計を同じくされていた方に限り、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります。 
 

○ お近くの社会保険事務所で、今すぐお手続いただくことができます。 

○ なお、９月からは、これまで時効のために５年より前の年金を受け取れなかった方に、社会保険庁が基

礎年金番号などをあらかじめ記載し、ご本人にはご署名をいただくだけで済む支払手続用紙を、順次

お送りいたします。 

※詳しくは、ねんきんダイヤルまで 

０５７０－０５―１１６５ 
 （８時３０分～２２時、土日・祝日も対応） 

※ 詳しくは、お近くの「社会保険事務所」にお問い合わ
せください。また、「総務省のホームページ
（http://www.soumu.go.jp）」でもご案内しています。 

◎総務省に特別の委員会を設置し、全国 309 ヶ所の社会保険事務所を含め、社会保険庁が年金業務

を確実に処理しているか、また、組織として正しく機能しているかを監視・チェックします。 

７１歳の時に、町工場に勤めていた
18～23歳の間は厚生年金に加入してい
たことが分かり、金額が年間１０万円
増えました。しかし、時効により過去
５年分しか受け取れませんでした。

社会保険事務所に電話
したところ、今回の時
効特例に該当するので、
支払手続の用紙を早速
送付してくれるとのこ
と。
当時の年金額の３年分
【２７０万円】が受け
取れる見込みです。

※ 上記の例は、いずれも物価スライドによる年金額の改定を考慮していません。

今 ま で は こ れ か ら は

６８歳の時に、再度社会保険事務所で相
談したところ、結婚して共働きしていた
期間に厚生年金に加入していたことが分
かり、年額９０万円の年金を受け取るこ
とができました。離婚後に旧姓に戻った
ことから、年金記録がつながっていな
かったようです。しかし、時効により過
去５年分しか受け取れませんでした。

６０歳の時に、社会保険事務所へ相談に
行ったのですが、「国民年金の納付が、
２５年に満たないので、これだけでは、
年金は受け取れない」と言われました。
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時効により受け取れな
かった５年より前の
年金が、受け取れます

「年金時効特例法」が成立
したので、早速、社会保険
事務所に行きました。
支払決定通知書を受け取り、
９月中旬には、時効消滅し
ていた【６０万円】が、受
取口座に振り込まれる予定
です。

７１歳の時に
５０万円受給済

（10万円×５年分）

６８歳の時に
450万円受給済

（90万円×５年分）

５年より前の
時効消滅分
６０万円増額！

（10万円×６年分）

５年より前の
時効消滅分

２７０万円増額！
（90万円×３年分）
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